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本
市
議
会
は
、子
育
て
に
や
さ
し
い
ま
ち
を
め
ざ
し
て
児
童
虐
待
防
止
啓
発
活
動
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

令
和
元
年
６
月
に
は「
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
ま
ち
宣
言
」を
決
議
し
、令
和
２
年
に
は
全
国
で
議
会
と
し
て
は
初
め

て
、オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
運
動
の
支
援
団
体
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

11
月
は「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」で
す
。今
号
で
は
、今
年
度
の
本
市
議
会
の
児
童
虐
待
防
止
啓
発
活
動
の
主
な
取

組
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

虐待には身体的虐待、心理的虐待、ネグレ
クト、性的虐待がありますが、本市では心理
的虐待が約半数を占めており、面前ＤＶが増
えています。
令和3年度の本市における児童相談数は
428人、うち、虐待相談数は294人、その中で
も児童相談所が介入した事案は202人でした。
虐待相談件数が多いのは、保育園、幼稚園、
小学校との連携体制ができており、必要な通
報が適切になされているからです。
家庭支援課には社会福祉士や保健師、保育
士、心理カウンセラーなどを配置し、虐待防
止に向けた様々な取組を行うとともに、子ど
も家庭総合支援拠点として子どもへの相談
支援活動を実施しています。
また、家庭支援課では365日24時間体制で
通報を受理しており、連絡を受けた職員は速
やかに対応し、児童の安全確認を行っていま
す。児童の安全確認ができない場合は、児童

相談所に通告します。
その他家庭支援課事業の
中に、「ペアレントトレーニ
ング」事業があります。子育
て中の保護者が子どもの特
徴・状態・気持ちを理解し、
子どもの様々な行動にどう
対処するのか考えるプログ
ラムに取り組んでいます。

児
童
虐
待
防
止
啓
発
活
動

児童虐待に関する
研修会を実施しました!

議員研修

講師 家庭支援課長

今回の研修やシンポジウ
ムで本市の虐待の現状や子
どもを取り巻く法律等を学
んだため、今後の議員活動に
生かすとともに、子どもがい
きいきと健やかに成長でき
る地域社会を実現できるよ
う、子どもを虐待から守るた
めの普及啓発・相談体制の強
化などあらゆる方策を市に
提言していきます。
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本年6月に改正された児童福祉法について、改正の背景、経緯、改正内
容を共有するとともに、特に子育て世帯に対する市の支援体制強化の課
題や対応について学びました。
この改正により市には妊産婦、子育て世帯、子どもの一体的な支援を
する「こども家庭センター」の設置、支援を必要とする子どもや妊産婦へ
のサポートプランの作成などが位置づけられました。
虐待は予防することが重要で、そのためには民間
を含めた各機関の連携が必要です。また、子ども自
身の権利意識の醸成も大切とのことでした。

子どもの権利擁護を目指す
「2022年児童福祉法改正」についての
シンポジウムに視聴参加しました！

●議員コメント～シンポジウムを視聴して～

研
修
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質
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応
答
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が
課
題
。

オンライン

子どもの意見表明権、一時保護への司法介入、予
防型支援体制など、今回の法改正は大きな一歩。
『子どもを守る』相談体制が強化されていく中、山
積みの課題に対してはやはり、環境整備が大切で
あり、地域と行政との連携の重要性を痛感した。

児童虐待防止・予防の観点から、ますます地域で
の子どもの居場所支援が大切になるとの講演であ
った。本市では児童館や児童クラブなどがその役
割を担うところが大きく、今後ますますその機能
に併せて人的な充実が必要になると感じた。

法改正によって市が行うべき事業や現場の課題
を学んだ。生まれてすぐの虐待死が増加している
ことは見過ごせず、子どもの権利擁護強化と、子ど
ものころから権利を学ぶ機会を充実させることも
重要だと感じた。

相次ぐ虐待事件を受けて、児童相談所職員は増
員されたものの、ベテラン職員が不足しており、専
門性の蓄積や現場での対応力が課題となってい
る。まずはマンパワーを充実させなければ、悲惨な
虐待事件は減らせないと思う。
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編 集 後 記

≪皆様の声をお聞かせください≫
議会だよりをより充実させるため、皆様からの
ご意見ご感想をお聞かせください。

●メール　  giji@city.kitanagoya.lg.jp
●ＦＡＸ　（0568）23-3140

議会事務局

私たち市議会は、令和元年６月２６日に「子どもを虐待から守るまち宣言」を全会
一致で決議して以来、児童虐待防止啓発活動や研修などに取り組んできました。
今回、市議会ではZoomで児童虐待に関するシンポジウムに参加し、関係する法律
や各現場の実情などを学びました。また、家庭支援課から本市の現状や現場での取組
について伺いました。
こうした研修を受け、それぞれの議員が様々な視点から課題や問題に向き合うこと
ができ、「地域・行政・議会」の三つの力が改めて重要であることを痛感しました。
今後も私たち市議会は、様々な意見を出し合い、児童虐待防止の啓発に取り組んで
まいりますので、皆さまのお力添えをお願いいたします。
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